
　

市
は
、
職
員
か
ら
の
提
案
も
あ
り
、
平

成
26
年
９
月
か
ら
、
西
三
河
で
一
番
早
く
、

返
礼
品
付
き
の
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
制

度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
実
績
は
、
平
成
26
年
度
２
億
円
、

27
年
度
６
億
３
千
万
円
、
28
年
度
５
億
７

千
万
円
、
29
年
度
も
６
億
円
見
込
み
で
、

計
20
億
円
と
な
り
ま
す
。
20
億
円
の
う
ち
、

返
礼
品
と
そ
の
送
料
が
約
４
割
、
宣
伝
費

や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
手
数
料
や
臨

時
職
員
の
人
件
費
な
ど
で
約
１
割
か
か
っ

て
い
る
の
で
、
直
接
的
に
市
の
一
般
財
政

と
し
て
使
え
る
部
分
は
、
約
５
割
、
10
億

円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
３
年
半
で
20
億
円
集
ま
っ
て
い
る

状
況
は
、
県
38
市
中
ダ
ン
ト
ツ
１
位
、
東

海
３
県
72
市
の
な
か
で
は
、
１
位
か
２
位

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
ず
、
市
に
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
を
し

て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
い
た

し
ま
す
。

　

市
に
こ
ん
な
に
寄
附
が
集
ま
っ
て
い
る

理
由
と
思
わ
れ
る
主
な
も
の
は
以
下
の
通

り
で
す
。

①
返
礼
品
付
き
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
制

度
が
本
格
化
す
る
比
較
的
早
い
時
期
に
開

始
で
き
た
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

お
い
て
広
告
宣
伝
で
優
位
な
状
況
に
あ
る

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
で
き
る
、
複
数
の
送

付
先
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
常
に

寄
附
者
の
利
便
性
を
高
め
る
努
力
を
続
け

て
い
る

③
返
礼
品
を
100
種
類
以
上
そ
ろ
え
て
い
る

と
と
も
に
、
常
に
新
し
い
返
礼
品
の
開
発

を
行
っ
て
い
る
（
う
な
ぎ
、
し
ら
す
、
イ

チ
ジ
ク
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
耳
か
き

と
い
っ
た
と
こ
ろ
は
相
変
わ
ら
ず
の
人
気

ぶ
り
で
す
が
、
最
近
は
、
ふ
ぐ
鍋
セ
ッ
ト
、

天
津
甘
栗
、
冷
や
し
焼
き
芋
、
鋳
物
製
フ

ラ
イ
パ
ン
も
人
気
の
返
礼
品
と
な
っ
て
い

る
）

④
中
元
や
歳
暮
に
使
え
る
贈
答
セ
ッ
ト
、

正
月
の
お
せ
ち
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

に
あ
う
タ
イ
ム
リ
ー
な
返
礼
品
も
開
発
し

て
い
る

⑤
制
度
創
設
当
初
か
ら
国
の
指
針
に
従
っ

て
返
礼
品
比
率
は
３
割
程
度
、
金
券
や
電

化
製
品
な
ど
の
換
金
性
の
高
い
も
の
は
扱

わ
な
い
な
ど
を
継
続
し
て
い
る
の
で
、
制

度
と
し
て
の
安
定
性
が
高
く
、
参
加
し
て

い
る
事
業
者
も
安
心
し
て
返
礼
品
の
提
供

が
で
き
る

　

今
後
と
も
、
市
内
の
各
種
事
業
の
活
性

化
の
た
め
に
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
制
度

を
よ
り
有
効
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。
請

う
ご
期
待
。

３
年
半
で
碧
南
市
ふ
る
さ
と

応
援
寄
附
金
約
20
億
円
集
ま
る

C
・
S
コ
ラ
ム

　軽自動車や自動二輪車、原付バイク、小型特殊自
動車を廃車、名義変更したときは、速やかに手続き
をしてください。手続きをしないと、４月１日現在
の所有者に１年分の軽自動車税が課税されます。
　４月２日以降に廃車や名義変更をしても、税金の
還付はありません。
　年度末は窓口が大変混雑しますので、早めに手続
きをしてください。
問合せ　税務課管理係

軽自動車などの廃車・変更手続きはお早めに
次に該当する人は、忘れずに手続きをしてください
①軽自動車などを現在所有しておらず、廃車の手続
　きをしていない人
②ほかの人に軽自動車などを譲渡したが、名義変更
　をしていない人
③転入・転出したが、軽自動車などの住所変更をし
　ていない人
④軽自動車などの所有者が死亡したが、廃車や名義
　変更の手続きをしていない人

車種 ナンバー 届出先 必要なもの

原付バイク
（125cc以下）、
小型特殊自動車

碧南市 市役所税務課管理係

＜廃車・市外の人へ譲渡の場合＞
ナンバープレート、現所有者の印鑑
＜市内の人へ譲渡の場合＞
新所有者の印鑑、譲渡証明

軽自動車
（三輪・四輪）

三河

軽自動車検査協会・愛知主
管事務所三河支所（豊田市）
☎050(3816)1772

　廃車や住所・名義変更などの手続きに必要
な書類などは、届出先や届出内容によって異
なります。詳しくは各届出先にお問い合わせ
ください。軽自動車については、軽自動車検
査協会ホームページ（http://www.keikenkyo.
or.jp）からも見ることができます。

自動二輪車
（125ccを超え250cc
以下）

全国軽自動車協会連合会愛
知事務所三河支所（豊田市）
☎0565(52)3111

自動二輪車
（250ccを超える）

愛知運輸支局西三河自動車
検査登録事務所（豊田市）
☎050(5540)2047
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